
《参考》
「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの
手引き（令和３年６月）」の一部変更について
 令和４年９月１日から「組合等登記令」の一部が改正・施行され、これまでＮＰＯ法人の設

立の認証等においては、すべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、従

たる事務所の所在地における登記が不要となりました。

 これを受けて、「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き（令和３年６月）」の一部

を変更しました。手引きのご利用にあたっては、本資料についてもご参照ください。

内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付
参事官（共助社会づくり推進担当）

別紙２



1

第２章１(３)法人成立後の届出（P.１１）



2

《参考》設立の認証申請から登記完了の届け出までのフロー（P.１４）

【修正前】 【修正後】



3

第4章１(３)定款の変更.イ認証が必要な場合(P.１５９）



4

《参考》定款の変更認証申請から登記完了の届出までのフロー（P.１６１）

【修正前】 【修正後】



5

第4章１(３)定款の変更.ロ届出のみが必要な場合（Ｐ.１６１）



6

《参考》定款変更の届出のみが必要な場合のフロー（Ｐ.１６２）

【修正前】 【修正後】



7

手引きＱ＆Ａ問１６・１７（P.２６８）



8

手引きＱ＆Ａ問５０・８７（P.２７９）



9

手引きＱ＆Ａ問５０・８７（P. ２８８）


